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競 争 参 加 者 の 資 格 に 関 す る 公 示

国 土 交 通 省 の 地 方 整 備 局 （ 港 湾 空 港 関 係 を 除

く 、 国 土 技 術 政 策 総 合 研 究 所 （ 横 須 賀 庁 舎 を 除。）

く ） 及 び 大 臣 官 房 官 庁 営 繕 部 （ 以 下 「 地 方 整 備。

局 等 」 と い う ） の 所 掌 す る 建 設 工 事 又 は 測 量 ・。

建 設 コ ン サ ル タ ン ト 等 業 務 に つ い て の 契 約 を 締 結

し よ う と す る 者 に 必 要 な 一 般 競 争 （ 指 名 競 争 ） 参

加 資 格 で 、 平 成 24年 度 末 を 有 効 期 限 と す る も の の

申 請 方 法 等 を 次 の と お り 公 示 す る 。

平 成 24年 ３ 月 30日

国 土 交 通 省 大 臣 官 房 地 方 課 長 中 原 淳

国 土 交 通 省 大 臣 官 房 官 庁 営 繕 部 管 理 課 長

下 山 洋 文

◎ 調 達 機 関 番 号 020 ◎ 所 在 地 番 号 13

１ 工 事 種 別

�建 設 工 事 の 工 事 種 別 は 、 次 の ① か ら 大ま で （

臣 官 房 官 庁 営 繕 部 の 所 掌 す る 建 設 工 事 に つ い て

は 、 ① 、 ④ 、 ⑤ 、 ⑦ 、 ⑧ 、 ⑫ 、 ⑯ 、 ⑲ 、 ⑳ 及 び

� に 掲 げ る も の と す る 。）
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① 一 般 土 木 工 事 （ 土 木 一 式 工 事 、 と び ・ 土

工 ・ コ ン ク リ ー ト 工 事 、 石 工 事 、 タ イ ル ・

れ ん が ・ ブ ロ ッ ク 工 事 、 水 道 施 設 工 事 ）

② ア ス フ ァ ル ト 舗 装 工 事 （ ほ 装 工 事 ）

③ 鋼 橋 上 部 工 事 （ 鋼 構 造 物 工 事 、 と び ・ 土

工 ・ コ ン ク リ ー ト 工 事 ）

④ 造 園 工 事 （ 造 園 工 事 ）

⑤ 建 築 工 事 （ 建 築 一 式 工 事 、 大 工 工 事 、 左

官 工 事 、 と び ・ 土 工 ・ コ ン ク リ ー ト 工 事 、

石 工 事 、 タ イ ル ・ れ ん が ・ ブ ロ ッ ク 工 事 、

鋼 構 造 物 工 事 、 防 水 工 事 、 内 装 仕 上 工 事 、

建 具 工 事 、 清 掃 施 設 工 事 ）

⑥ 木 造 建 築 工 事 （ 建 築 一 式 工 事 、 と び ・ 土

工 ・ コ ン ク リ ー ト 工 事 、 大 工 工 事 、 左 官 工

事 、 屋 根 工 事 、 タ イ ル ・ れ ん が ・ ブ ロ ッ ク

工 事 、 内 装 仕 上 工 事 、 建 具 工 事 ）

⑦ 電 気 設 備 工 事 （ 電 気 工 事 ）

⑧ 暖 冷 房 衛 生 設 備 工 事 （ 管 工 事 、 熱 絶 縁 工

事 、 水 道 施 設 工 事 、 消 防 施 設 工 事 ）

⑨ セ メ ン ト ・ コ ン ク リ ー ト 舗 装 工 事 （ ほ 装
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工 事 ）

⑩ プ レ ス ト レ ス ト ・ コ ン ク リ ー ト 工 事 （ 土

木 一 式 工 事 、 と び ・ 土 工 ・ コ ン ク リ ー ト 工

事 ）

⑪ 法 面 処 理 工 事 （ 土 木 一 式 工 事 、 と び ・ 土

工 ・ コ ン ク リ ー ト 工 事 、 防 水 工 事 ）

⑫ 塗 装 工 事 （ 塗 装 工 事 ）

（ 、 、⑬ 維 持 修 繕 工 事 土 木 一 式 工 事 ほ 装 工 事

、 、電 気 工 事 と び ・ 土 工 ・ コ ン ク リ ー ト 工 事

石 工 事 、 タ イ ル ・ れ ん が ・ ブ ロ ッ ク 工 事 、

防 水 工 事 、 機 械 器 具 設 置 工 事 、 塗 装 工 事 ）

⑭ 河 川 し ゅ ん せ つ 工 事 （ し ゅ ん せ つ 工 事 ）

⑮ グ ラ ウ ト 工 事 （ 土 木 一 式 工 事 、 と び ・ 土

工 ・ コ ン ク リ ー ト 工 事 ）

⑯ 杭 打 工 事 （ と び ・ 土 工 ・ コ ン ク リ ー ト 工

事 ）

⑰ さ く 井 工 事 （ さ く 井 工 事 ）

⑱ プ レ ハ ブ 建 築 工 事 （ 建 築 一 式 工 事 ）

⑲ 機 械 設 備 工 事 （ 機 械 器 具 設 置 工 事 、 鋼 構

造 物 工 事 ）
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⑳ 通 信 設 備 工 事 （ 電 気 通 信 工 事 、 鋼 構 造 物

工 事 ）

� 受 変 電 設 備 工 事 （ 電 気 工 事 ）

〔 注 〕 か っ こ 書 き は 、 各 工 事 種 別 に 対 応 す る

建 設 業 法 （ 昭 和 24年 法 律 第 10 0号 ） 別 表 の

上 欄 に 掲 げ る 建 設 工 事 の 種 類 で あ る 。

２ 業 種 区 分

測 量 ・ 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 等 業 務 の 業 種 区 分

は 、 次 の ① か ら ⑤ ま で （ 国 土 技 術 政 策 総 合 研 究

所 の 所 掌 す る 測 量 ・ 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 等 業 務

に あ っ て は ① か ら ④ ま で 、 大 臣 官 房 官 庁 営 繕 部

の 所 掌 す る 測 量 ・ 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 等 業 務 に

つ い て は ① 、 ② 及 び ④ ） に 掲 げ る も の と す る 。

① 測 量

② 建 築 関 係 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 業 務

③ 土 木 関 係 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 業 務

④ 地 質 調 査 業 務

⑤ 補 償 関 係 コ ン サ ル タ ン ト 業 務

３ 申 請 の 時 期 及 び 場 所

申 請 者 （ 申 請 者 が 経 常 建 設 共 同 企 業 体 で あ る
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場 合 に お い て は 、 代 表 者 。 以 下 同 じ ｡） の 別 記

に 掲 げ る 本 店 所 在 地 （ 日 本 国 内 に 本 店 が な い 場

合 に お い て は 、 日 本 国 内 の 主 た る 営 業 所 の 所 在

地 ） の 区 分 に 応 じ 、 別 記 に 定 め る 提 出 場 所 に。

お い て 、 随 時 、 申 請 を 受 け 付 け る 。

ま た 、 申 請 者 が 国 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調

達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 昭 和 55年 政 令 第 30 0

号 ） が 適 用 さ れ る 調 達 契 約 を 締 結 し よ う と す る

者 で あ っ て 、 ６ に 定 め る と こ ろ に よ り 一 般 競 争

（ 指 名 競 争 ） 参 加 資 格 が あ る と の 認 定 を 受 け て

い な い も の で あ る 場 合 に お い て は 、 建 設 工 事 に

つ い て の 一 般 競 争 入 札 方 式 に 係 る 競 争 参 加 資 格

確 認 申 請 書 又 は 測 量 ・ 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 等 業

務 に つ い て の 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 若 し く は

公 募 型 競 争 入 札 方 式 に 係 る 参 加 表 明 書 を 提 出 し

た と き に 限 り 、 当 該 競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書 又

は 参 加 表 明 書 を 提 出 し た 地 方 整 備 局 の 総 務 部 契

約 課 （ 国 土 技 術 政 策 総 合 研 究 所 の 所 掌 に 係 る 調

達 契 約 に あ っ て は 、 国 土 技 術 政 策 総 合 研 究 所 総

務 部 会 計 課 、 大 臣 官 房 官 庁 営 繕 部 の 所 掌 に 係 る
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調 達 契 約 に あ っ て は 、 大 臣 官 房 官 庁 営 繕 部 管 理

課 ） に お い て も 申 請 を 受 け 付 け る も の と す る 。

４ 申 請 の 方 法

(1) 申 請 書 の 入 手 方 法

「 一 般 競 争 （ 指 名 競 争 ） 参 加 資 格 審 査 申 請 書

（ 建 設 工 事 ） ｣及 び 「 一 般 競 争 （ 指 名 競 争 ） 参 加

資 格 審 査 申 請 書 （ 測 量 ・ 建 設 コ ン サ ル タ ン ト

等 ） ｣（ 以 下 「 申 請 書 」 と い う ） は 、 次 の ホ ー。

ム ペ ー ジ ア ド レ ス へ ア ク セ ス し て 取 得 す る も の

と す る 。

htt p : / / w w w . m l i t . g o . j p / c h o t a t s u / s h i k a k u s h i n s a

/ i n d e x . h t m l

( 2 ) 申 請 書 の 提 出 方 法

申 請 者 は 、 申 請 書 に 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添

付 し て 持 参 又 は 郵 送 に よ り 提 出 す る も の と す

る 。 申 請 書 及 び 添 付 書 類 (以 下 「 申 請 書 等 」 と

い う 。 )の 提 出 部 数 は 各 １ 部 と す る 。

① 建 設 工 事 に 係 る 申 請 書 の 添 付 書 類

イ 営 業 所 一 覧 表

ロ 申 請 者 が 経 常 建 設 共 同 企 業 体 で あ る 場
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合 に お い て は 、 共 同 企 業 体 協 定 書 の 写 し

ハ 業 態 調 書

ニ 納 税 証 明 書 の 写 し （ 申 請 者 が 個 人 で あ

る と き は 、 国 税 通 則 法 施 行 規 則 （ 昭 和 37

年 大 蔵 省 令 第 28号 。 以 下 「 国 税 規 則 」 と

い う ） 別 紙 第 ９ 号 書 式 （ そ の ３ ） 又 は。

（ そ の ３ の ２ 、 法 人 で あ る と き は 、 国）

税 規 則 別 紙 第 ９ 号 書 式 そ の ３ 又 は そ（ ） （

の ３ の ３ ））

た だ し 、 納 付 す べ き 租 税 が 更 生 債 権 又

は 再 生 債 権 と な り 、 更 生 計 画 又 は 再 生 計

、画 が 認 可 さ れ て い な い た め 納 付 が で き ず

納 税 証 明 書 の 写 し を 提 出 で き な い 場 合 又

は 納 税 額 に つ い て 係 争 中 の た め 、 当 該 係

争 部 分 に 係 る 納 税 証 明 書 の 写 し を 提 出 で

き な い 場 合 （ 係 争 部 分 以 外 の 租 税 に つ い

て は 納 税 証 明 書 の 写 し を 提 出 し て い る こ

と が 必 要 ） は 、 そ れ ぞ れ 租 税 の 納 付 が で

き な い こ と を 示 す 書 類 又 は 納 税 額 に つ い

て 係 争 中 で あ る こ と を 示 す 書 類
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、 （ ）ホ 申 請 者 が そ の 設 立 か ら ６ 建 設 工 事

(2)に 規 定 す る 主 観 的 事 項 の 審 査 基 準 日 の

前 日 ま で の 期 間 が 24箇 月 以 上 の 協 業 組 合

（ 中 小 企 業 団 体 の 組 織 に 関 す る 法 律 （ 昭

和 32年 法 律 第 18 5号 ） に よ る 協 業 組 合 を い

う 。 以 下 同 じ ｡） 又 は 企 業 組 合 （ 中 小 企 業

等 協 同 組 合 法 （ 昭 和 24年 法 律 第 18 1号 ） に

よ る 企 業 組 合 を い う 。 以 下 同 じ ｡） で あ っ

て 、 前 回 の 主 観 的 事 項 の 審 査 基 準 日 以 降

に 新 た に 組 合 員 の 加 入 が あ っ た も の で あ

、 、る と き は 当 該 新 規 加 入 の 組 合 員 の 住 所

電 話 番 号 、 商 号 又 は 名 称 、 代 表 者 氏 名 及

び 加 入 年 月 日 を 記 載 し た 書 類

へ 申 請 者 が 、 そ の 設 立 か ら ６ （ 建 設 工 事 )

(2 )に 規 定 す る 主 観 的 事 項 の 審 査 基 準 日 の

前 日 ま で の 期 間 が 24箇 月 に 満 た な い 協 業

組 合 又 は 企 業 組 合 で あ る と き は 、 各 組 合

員 の 住 所 、 電 話 番 号 、 商 号 又 は 名 称 及 び

代 表 者 氏 名 を 記 載 し た 書 類

ト 建 設 業 法 施 行 規 則 （ 昭 和 24年 建 設 省 令
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第 1 4号 。 以 下 「 規 則 」 と い う ） 第 21条。

の ４ に 規 定 す る 総 合 評 定 値 通 知 書 の 写 し

平 成 22年 国 土 交 通 省 告 示 第 117（ た だ し 、

改 正 さ れ た 審 査 基 準 に よ る 経 営5号 に よ り

事 項 審 査 の も の に 限 る ）。

チ 申 請 者 が 、 ト に 掲 げ る 書 類 に 記 載 さ れ

て い る 一 の 年 間 平 均 完 成 工 事 高 を 二 以 上

の 登 録 を 希 望 す る 工 事 種 別 に 分 割 し て 申

請 す る と き 及 び ト に 掲 げ る 書 類 に 記 載 さ

れ て い る 二 以 上 の 年 間 平 均 完 成 工 事 高 の

登 録 を 希 望 す る 一 の 工 事 種 別 に 合 算 し て

申 請 す る と き は 、 工 事 分 割 内 訳 表

、リ 申 請 者 が 経 常 建 設 共 同 企 業 体 で あ っ て

客 観 的 事 項 及 び 主 観 的 事 項 に つ い て 算 定

し た 点 数 の 調 整 （ 共 同 企 業 体 の 資 格 審 査

要 領 （ 昭 和 37年 11月 2 7日 付 け 建 設 省 発 計

第 79号 ） ４ に 規 定 す る 客 観 点 数 及 び 主 観

点 数 の 調 整 を い う ） を 希 望 す る 場 合 に。

お い て は 、 合 併 等 に 関 す る 合 理 的 な 計 画

が 記 載 さ れ た 書 類
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［ 注 ］

(A ) 申 請 者 が 一 般 社 団 法 人 等 （ 一 般 社 団 法 人

及 び 一 般 財 団 法 人 に 関 す る 法 律 （ 平 成 18年

法 律 第 48号 、 公 益 社 団 法 人 及 び 公 益 財 団）

法 人 の 認 定 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 18年 法 律

第 49号 ） 及 び 一 般 社 団 法 人 及 び 一 般 財 団 法

人 に 関 す る 法 律 及 び 公 益 社 団 法 人 及 び 公 益

財 団 法 人 の 認 定 等 に 関 す る 法 律 の 施 行 に 伴

う 関 係 法 律 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 18

年 法 律 第 50号 ） の 規 定 に 基 づ く 一 般 社 団 法

人 若 し く は 一 般 財 団 法 人 、 公 益 社 団 法 人 若

し く は 公 益 財 団 法 人 又 は 特 例 民 法 法 人 を い

う 。 以 下 同 じ ｡） で あ る と き は 、 イ に 掲 げ る

規 則書 類 、 チ に 掲 げ る 書 類 に 準 ず る 書 類 、

第 19条 の ３ 第 ２ 項 の 経 営 状 況 分 析 申 請 書 に

規 則 第 19条 の ７ 第 ２ 項 の 経 営準 ず る 書 類 、

規 模 等 評 価 申 請 書 に 準 ず る 書 類 、 規 則 第 19

条 の ４ 第 １ 項 第 ２ 号 、 第 ４ 号 及 び 第 ５ 号 に

掲 げ る 書 類 並 び に 規 則 第 19条 の ８ 第 １ 項 に

掲 げ る 書 類 に 準 ず る 書 類 並 び に 定 款 を 提 出
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す る も の と す る 。

(B ) 申 請 者 が 道 路 清 掃 作 業 そ の 他 の 河 川 又 は

道 路 の 維 持 に 関 す る 作 業 の み に つ き 一 般 競

争 （ 指 名 競 争 ） に 参 加 を 希 望 す る 者 （ 一 般

社 団 法 人 等 を 除 く ｡） で あ っ て 建 設 業 法 第 ３

条 の 規 定 に よ る 許 可 を 受 け て い な い も の で

規 則 第 19条 の ３ 第 ２ 項 の 経 営あ る と き は 、

規 則 第 19条状 況 分 析 申 請 書 に 準 ず る 書 類 、

の ７ 第 ２ 項 の 経 営 規 模 等 評 価 申 請 書 に 準 ず

る 書 類 、 規 則 第 19条 の ４ 第 １ 項 各 号 に 掲 げ

る 書 類 に 準 ず る 書 類 及 び 規 則 第 19条 の ８ 第

１ 項 に 掲 げ る 書 類 に 準 ず る 書 類 を 提 出 す る

も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 申 請 者 が

法 人 で あ る と き は 登 記 事 項 証 明 書 を 提 出 す

る も の と す る 。

(C ) 申 請 者 が 事 業 協 同 組 合 （ 中 小 企 業 等 協 同

組 合 法 に 基 づ く 事 業 協 同 組 合 で 、 建 設 業 法

第 ３ 条 の 規 定 に よ る 許 可 を 受 け 、 か つ 、 中

小 企 業 庁 の 官 公 需 適 格 組 合 の 証 明 を 受 け て

い る も の を い う 。 以 下 同 じ ｡） の 総 合 点 数 の
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算 定 方 法 に 関 す る 特 例 の 適 用 を 希 望 す る 旨

の 申 出 を す る 事 業 協 同 組 合 で あ る と き は 、

審 査 対 象 者 （ ｢事 業 協 同 組 合 に 係 る 総 合 点 数

の 算 定 方 法 等 に 関 す る 特 例 要 領 の 制 定 に つ

い て ｣（ 昭 和 50年 11月 10日 付 け 建 設 省 厚 発 第

473号 の 別 紙 ） 第 ２ 第 ２ 項 又 は 「 事 業 協 同

組 合 に 係 る 総 合 点 数 の 算 定 方 法 等 に 関 す る

特 例 要 領 ｣（ 昭 和 50年 12月 4日 付 け 建 設 省 営

管 第 459号 ） 第 ２ 第 ２ 項 に 規 定 す る 審 査 対

。 ） 、 、象 者 を い う 以 下 同 じ ｡ の 住 所 電 話 番 号

商 号 又 は 名 称 並 び に 代 表 者 及 び 役 員 の 氏 名

を 記 載 し た 書 類 、 役 員 名 簿 並 び に 組 合 員 名

簿 を 当 該 事 業 協 同 組 合 に 係 る 書 類 と と も に

提 出 す る こ と 。 こ の 場 合 に お い て 、 審 査 対

象 者 の う ち に 一 般 競 争 （ 指 名 競 争 ） 参 加 資

格 の 審 査 の 申 請 を し て い な い 者 が あ る と き

は 当 該 審 査 対 象 者 に 係 る ６ 建 設 工 事 (1 )、 （ ）

イ に 掲 げ る 事 項 に つ い て 記 載 し た 書 類 を 提

出 す る こ と 。

② 測 量 ・ 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 等 業 務 に 係 る
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申 請 書 の 添 付 書 類

イ 業 態 調 書

ロ 技 術 者 経 歴 書

ハ 営 業 所 一 覧 表

ニ 申 請 者 が 法 人 で あ る と き は 、 登 記 事 項

証 明 書 又 は そ の 写 し

ホ 営 業 に 関 し 、 法 律 上 必 要 と す る 登 録 証

明 書 等 又 は そ の 写 し

ヘ 申 請 者 が 法 人 で あ る と き は 、 ６ （ 測 量

・ 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 等 業 務 ） (1)に 規 定

す る 審 査 基 準 日 の 直 前 １ 年 の 各 事 業 （ 営

業 ） 年 度 の 貸 借 対 照 表 、 損 益 計 算 書 並 び

、に 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 及 び 個 別 注 記 表

個 人 で あ る と き は 、 ６ （ 測 量 ・ 建 設 コ ン

サ ル タ ン ト 等 業 務 ） (1)に 規 定 す る 審 査

基 準 日 の 直 前 １ 年 の 各 事 業 （ 営 業 ） 年 度

の 貸 借 対 照 表 及 び 損 益 計 算 書

ト 納 税 証 明 書 の 写 し （ 申 請 者 が 個 人 で あ

る と き は 、 国 税 規 則 別 紙 第 ９ 号 書 式 （ そ

の ３ ） 又 は （ そ の ３ の ２ 、 法 人 で あ る）
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と き は 、 国 税 規 則 別 紙 第 ９ 号 書 式 （ そ の

３ ） 又 は （ そ の ３ の ３ ））

た だ し 、 納 付 す べ き 租 税 が 更 生 債 権 又

は 再 生 債 権 と な り 、 更 生 計 画 又 は 再 生 計

、画 が 認 可 さ れ て い な い た め 納 付 が で き ず

納 税 証 明 書 の 写 し を 提 出 で き な い 場 合 又

は 納 税 額 に つ い て 係 争 中 の た め 、 当 該 係

争 部 分 に 係 る 納 税 証 明 書 の 写 し を 提 出 で

き な い 場 合 （ 係 争 部 分 以 外 の 租 税 に つ い

て は 納 税 証 明 書 の 写 し を 提 出 し て い る こ

と が 必 要 ） は 、 そ れ ぞ れ 租 税 の 納 付 が で

き な い こ と を 示 す 書 類 又 は 納 税 額 に つ い

て 係 争 中 で あ る こ と を 示 す 書 類

［ 注 ］

(A ) 申 請 者 が 一 般 社 団 法 人 等 で あ る と き は 、

イ 、 ハ 及 び ホ に 掲 げ る 書 類 、 ロ 及 び ヘ に 掲

げ る 書 類 に 準 ず る 書 類 並 び に 定 款 を 提 出 す

る も の と す る 。

(B ) 申 請 者 が 次 に 掲 げ る 者 で あ る と き は 、 そ

れ ぞ れ 次 に 定 め る 書 類 を も っ て ニ に 掲 げ る
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書 類 並 び に ロ 及 び ヘ に 掲 げ る 書 類 又 は こ れ

ら に 準 ず る 書 類 に 代 え る こ と が で き る ｡

(a ) 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 登 録 業 者 （ 建 設 コ

ン サ ル タ ン ト 登 録 規 程 （ 昭 和 52年 建 設 省

告 示 第 717号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 登

録 簿 に 登 録 を 受 け た 者 を い う ｡）

建 設 コ ン サ ル タ ン ト 登 録 規 程 第 ７ 条 第

１ 項 に 規 定 す る 現 況 報 告 書 の 写 し

(b) 地 質 調 査 業 登 録 業 者 （ 地 質 調 査 業 者 登

録 規 程 （ 昭 和 52年 建 設 省 告 示 第 718号 ） 第

２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 登 録 簿 に 登 録 を 受

け た 者 を い う ｡）

地 質 調 査 業 者 登 録 規 程 第 ７ 条 第 １ 項 に

規 定 す る 現 況 報 告 書 の 写 し

(c) 補 償 コ ン サ ル タ ン ト 登 録 業 者 （ 補 償 コ

ン サ ル タ ン ト 登 録 規 程 （ 昭 和 59年 建 設 省

告 示 第 134 1号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る

登 録 簿 に 登 録 を 受 け た 者 を い う ｡）

補 償 コ ン サ ル タ ン ト 登 録 規 程 第 ７ 条 第

１ 項 に 規 定 す る 現 況 報 告 書 の 写 し
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( 3 ) 申 請 書 等 の 作 成 に 用 い る 言 語 等

① 申 請 書 等 は 、 日 本 語 で 作 成 す る も の と す

る 。

② 申 請 書 等 中 の 金 額 に つ い て は 、 外 国 貨 幣

額 に あ っ て は 、 出 納 官 吏 事 務 規 程 （ 昭 和 22

年 大 蔵 省 令 第 95号 ） 第 16条 の 外 国 貨 幣 換 算

率 に よ り 換 算 し た 邦 貨 額 を 記 載 す る も の と

す る 。

５ 競 争 に 参 加 す る こ と が で き な い 者

（ 建 設 工 事 ）

次 の ① か ら ⑥ ま で に 掲 げ る 者 は 、 競 争 に 参

加 す る こ と が で き な い も の と す る 。 た だ し 、

道 路 清 掃 作 業 そ の 他 の 河 川 又 は 道 路 の 維 持 に

関 す る 作 業 の み に つ き 一 般 競 争 （ 指 名 競 争 ）

に 参 加 す る 者 及 び 一 般 社 団 法 人 等 （ 以 下 「 清

掃 作 業 参 加 者 等 」 と い う ｡） に つ い て は 、 ① か

ら ④ ま で 及 び ⑥ に 掲 げ る 者 は 、 競 争 に 参 加 す

る こ と が で き な い も の と す る 。

① 予 算 決 算 及 び 会 計 令 （ 昭 和 22年 勅 令 第 16

５ 号 。 以 下 「 予 決 令 」 と い う ｡） 第 70条 に 該
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当 す る 者

② 予 決 令 第 71条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該

当 し 、 期 間 を 定 め て 一 般 競 争 に 参 加 さ せ な

い こ と と さ れ た 者 の う ち 、 当 該 期 間 を 経 過

し な い 者

③ 経 営 状 態 が 著 し く 不 健 全 で あ る と 認 め ら

れ る 者

④ 一 般 競 争 （ 指 名 競 争 ） 参 加 資 格 審 査 申 請

書 （ 建 設 工 事 ） 若 し く は 添 付 書 類 中 の 重 要

な 事 項 に つ い て 虚 偽 の 記 載 を し 、 又 は 重 要

な 事 実 に つ い て 記 載 を し な か っ た 者

⑤ 建 設 業 法 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 許 可 及 び 同

法 第 27条 の 23第 ２ 項 に 規 定 す る 経 営 事 項 審

査 （ 告 示 （ 平 成 20年 国 土 交 通 省 告 示 第 85号

を い う 。 以 下 同 じ ｡） 第 一 第 一 号 の ２ に 規 定

す る 審 査 基 準 日 が 一 般 競 争 （ 指 名 競 争 ） 参

加 資 格 の 審 査 の 申 請 を す る 日 の １ 年 ７ 月 前

平 成 22年の 日 以 後 の も の に 限 る （ た だ し 、

改 正 さ れ た国 土 交 通 省 告 示 第 117 5号 に よ り

審 査 基 準 に よ る 経 営 事 項 審 査 の も の に 限
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｡） を 受 け て い な い 者る ）。

⑥ 経 常 建 設 共 同 企 業 体 で 、 そ の 構 成 員 に ①

（ 、か ら ⑤ ま で 清 掃 作 業 参 加 者 等 に つ い て は

① か ら ④ ま で ） に 該 当 す る 者 を 含 む 者

（ 測 量 ・ 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 等 業 務 ）

次 の ① か ら ⑤ ま で に 掲 げ る 者 は 、 競 争 に 参

加 す る こ と が で き な い も の と す る 。

① 予 決 令 第 70条 に 該 当 す る 者

② 予 決 令 第 71条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該

当 し 、 期 間 を 定 め て 一 般 競 争 に 参 加 さ せ な

い こ と と さ れ た 者 の う ち 、 当 該 期 間 を 経 過

し な い 者

③ 経 営 状 態 が 著 し く 不 健 全 で あ る と 認 め ら

れ る 者

④ 一 般 競 争 （ 指 名 競 争 ） 参 加 資 格 審 査 申 請

書 （ 測 量 ・ 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 等 ） 若 し く

は 添 付 書 類 中 の 重 要 な 事 項 に つ い て 虚 偽 の

記 載 を し 、 又 は 重 要 な 事 実 に つ い て 記 載 を

し な か っ た 者

⑤ 営 業 に 関 し 法 律 上 必 要 な 資 格 を 有 し な い
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者

６ 競 争 参 加 者 の 資 格 及 び そ の 審 査

（ 建 設 工 事 ）

５ の 競 争 に 参 加 す る こ と が で き な い 者 に つ い

て は 、 一 般 競 争 （ 指 名 競 争 ） 参 加 資 格 が な い と

認 定 す る 。 ５ の 競 争 に 参 加 す る こ と が で き な い

者 以 外 の 者 に つ い て は ､(1 )に 掲 げ る 客 観 的 事 項

（ 共 通 事 項 ） の 項 目 （ 清 掃 作 業 参 加 者 等 に つ い

て は 、 こ れ に 準 ず る 項 目 ） 及 び (2)に 掲 げ る 主 観

的 事 項 （ 特 別 事 項 ） の 項 目 に つ い て 総 合 点 数 を

付 与 し 、 希 望 工 事 種 別 （ 一 般 競 争 （ 指 名 競 争 ）

参 加 資 格 の 審 査 の 申 請 に 係 る 一 般 競 争 （ 指 名 競

争 ） に 参 加 を 希 望 す る 工 事 種 別 を い う 。 以 下 同

） 、 （ 、じ ｡ ご と に 総 合 点 数 の 高 点 順 同 点 の 場 合 は

年 間 平 均 完 成 工 事 高 の 順 ） に 配 列 し 、 等 級 の 区

分 を 設 け て い る 工 事 種 別 に つ い て は 高 点 順 に 等

級 及 び 当 該 等 級 に お け る 順 位 を 付 し て 一 般 競 争

（ 指 名 競 争 ） 参 加 資 格 が あ る と 認 定 し 、 等 級 の

区 分 を 設 け て い な い 工 事 種 別 に つ い て は 当 該 工

事 種 別 に お け る 順 位 を 付 し て 一 般 競 争 （ 指 名 競
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争 ） 参 加 資 格 が あ る と 認 定 す る 。

(1) 客 観 的 事 項 （ 共 通 事 項 ）

イ 一 般 競 争 （ 指 名 競 争 ） 参 加 資 格 の 審 査 の

申 請 を す る 日 の 直 前 に 受 け た 経 営 事 項 審 査

の 告 示 第 一 第 一 号 の １ に 規 定 す る 当 期 営 業

年 度 開 始 日 の 直 前 ２ 年 又 は ３ 年 の 各 営 業 年

度 の 希 望 工 事 種 別 ご と の 年 間 平 均 完 成 工 事

高

ロ 告 示 第 一 第 一 号 の ２ に 規 定 す る 審 査 基 準

日 （ 以 下 「 客 観 的 事 項 の 審 査 基 準 日 」 と い

う ｡） に お い て 建 設 業 に 従 事 す る 職 員 で 告 示

第 一 第 三 号 の １ （ 一 ） か ら （ 五 ） ま で に 掲

げ る 者 （ 以 下 「 技 術 職 員 」 と い う ） の 希。

望 工 事 種 別 ご と の 数 （ た だ し 、 １ 人 の 職 員

に 技 術 職 員 と し て 申 請 で き る 建 設 業 の 種 類

の 数 は ２ ま で と す る ）。

ハ 告 示 第 一 第 三 号 の ２ に 規 定 す る 当 期 事 業

年 度 開 始 日 の 直 前 ２ 年 又 は 直 前 ３ 年 の 各 事

業 年 度 に お け る 発 注 者 か ら 直 接 請 け 負 っ た

建 設 工 事 に 係 る 完 成 工 事 高 （ 以 下 「 元 請 完
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成 工 事 高 」 と い う ） に つ い て 算 定 し た 希。

望 工 事 種 別 の 種 類 別 年 間 平 均 元 請 完 成 工 事

高

ニ 告 示 第 一 第 一 号 の ２ 及 び ３ 、 第 二 号 並 び

に 第 四 号 に 規 定 す る 項 目 （ こ れ ら の 規 定 中

「 審 査 基 準 日 」 と あ る の を 「 客 観 的 事 項 の

審 査 基 準 日 」 と 読 み 替 え た も の を い う ）。

(2) 主 観 的 事 項 （ 特 別 事 項 ）

イ 平 成 22年 10月 １ 日 の 前 日 ま で の ４ 年 間 に お

け る 地 方 整 備 局 又 は 官 庁 営 繕 部 発 注 工 事 に

係 る 希 望 工 事 種 別 ご と の 工 事 成 績 （ 技 術 的

難 易 度 を 勘 案 し た も の ）

ロ 平 成 22年 10月 １ 日 の 前 日 ま で の ４ 年 間 に お

け る 都 道 府 県 発 注 の 工 事 に 係 る 希 望 工 事 種

別 ご と の 工 事 成 績

（ 測 量 ・ 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 等 業 務 ）

５ の 競 争 に 参 加 す る こ と が で き な い 者 に つ い

て は 、 一 般 競 争 （ 指 名 競 争 ） 参 加 資 格 が な い と

認 定 す る 。 ５ の 競 争 に 参 加 す る こ と が で き な い

者 以 外 の 者 に つ い て は 、 (1)か ら (4 )ま で に 掲 げ
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る 項 目 に つ い て 総 合 点 数 を 付 与 し 、 希 望 業 種 区

分 （ 一 般 競 争 （ 指 名 競 争 ） 参 加 資 格 の 審 査 の 申

請 に 係 る 一 般 競 争 （ 指 名 競 争 ） に 参 加 を 希 望 す

る 業 種 区 分 を い う 。 以 下 同 じ ｡） ご と に 、 総 合 点

数 の 高 点 順 （ 同 点 の 場 合 は 、 年 間 平 均 実 績 高 の

順 ） に 配 列 し 、 当 該 業 種 区 分 に お け る 順 位 を 付

し て 一 般 競 争 （ 指 名 競 争 ） 参 加 資 格 が あ る と 認

定 す る 。

(1) 申 請 し よ う と す る 日 の 直 前 の 営 業 年 度 の 終

了 日 （ 以 下 「 審 査 基 準 日 」 と い う ｡） の 直 前 ２

年 の 各 事 業 （ 営 業 ） 年 度 の 希 望 業 種 区 分 ご と

の 年 間 平 均 実 績 高

(2) 審 査 基 準 日 の 直 前 の 営 業 年 度 の 決 算 に お け

る 自 己 資 本 額

(3) 審 査 基 準 日 に お け る 業 種 区 分 ご と の 有 資 格

者 の 数

(4) 審 査 基 準 日 ま で の 営 業 年 数

７ 資 格 審 査 結 果 の 通 知

「 （ ） 」一 般 競 争 指 名 競 争 参 加 資 格 認 定 通 知 書

に よ り 通 知 す る 。



- 23 -

８ 資 格 の 有 効 期 間

資 格 認 定 の 日 か ら 平 成 25年 3月 31日 ま で と す

る 。

９ そ の 他

(1) 特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体 又 は 設 計 共 同 体 と

し て の 競 争 参 加 者 の 資 格

特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体 又 は 設 計 共 同 体 と

し て の 競 争 参 加 者 の 資 格 を 得 よ う と す る 者 の

申 請 方 法 等 に つ い て は 、 特 定 建 設 工 事 共 同 企

業 体 に よ り 競 争 を 行 わ せ る 工 事 又 は 設 計 共 同

体 に よ り 参 加 表 明 で き る 業 務 ご と に 別 に 公 示

す る 。

(2) 復 旧 ・ 復 興 建 設 工 事 共 同 企 業 体 と し て の 競

争 参 加 者 の 資 格

復 旧 ・ 復 興 建 設 工 事 共 同 企 業 体 と し て の 競

争 参 加 者 の 資 格 を 得 よ う と す る 者 の 申 請 方 法

等 に つ い て は 、 別 に 公 示 す る 。

(3） 会 社 更 生 法 に 基 づ く 更 生 手 続 開 始 の 決 定 、

又 は 民 事 再 生 法 に 基 づ く 再 生 手 続 開 始 の 決 定

を 受 け た 者 の 取 扱 い
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建 設 工 事 の 一 般 競 争 （ 指 名 競 争 ） 参 加 資 格

が あ る と の 認 定 を 受 け て い る 者 で あ っ て 、 会

社 更 生 法 （ 平 成 14年 法 律 第 15 4号 ） に 基 づ く 更

生 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け た 者 又 は 民 事 再 生 法

（ 平 成 11年 法 律 第 22 5号 ） に 基 づ く 再 生 手 続 開

始 の 決 定 を 受 け た 者 は 、 地 方 整 備 局 等 の 長 が

（ ）定 め る 手 続 に よ り 再 度 の 一 般 競 争 指 名 競 争

参 加 資 格 の 審 査 の 申 請 を 行 う こ と が で き る 。

な お 、 会 社 更 生 法 に 基 づ く 更 生 手 続 開 始 の

決 定 を 受 け た 者 又 は 民 事 再 生 法 に 基 づ く 再 生

手 続 開 始 の 決 定 を 受 け た 者 は 、 再 度 の 一 般 競

争 （ 指 名 競 争 ） 参 加 資 格 の 認 定 を 受 け て い な

い と き は 、 競 争 参 加 資 格 が 確 認 さ れ な い 場 合

が あ る 。

(4) 合 併 等 に よ り 新 た に 設 立 さ れ た 会 社 等 の 取

扱 い

合 併 等 に よ り 新 た に 設 立 さ れ た 会 社 等 と は ､

次 の ① か ら ⑤ ま で に 掲 げ る 会 社 等 を い い 、 合

併 等 後 の 経 営 事 項 審 査 を 受 け て い る 者 は 、 地

方 整 備 局 等 の 長 が 定 め る 手 続 に よ り 再 度 の 一
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般 競 争 （ 指 名 競 争 ） 参 加 資 格 の 審 査 の 申 請 を

行 う こ と が で き る 。

① 合 併 に よ り 新 た に 会 社 が 設 立 さ れ た 場 合

に お け る 新 設 会 社 又 は 合 併 に よ り 、 そ の 一

方 が 存 続 し た 場 合 に お け る 存 続 会 社

② 親 会 社 が そ の 営 業 （ 建 設 業 ） の 一 部 を 独

立 さ せ る た め 新 た に 子 会 社 を 設 立 し 、 子 会

社 が 親 会 社 の 当 該 営 業 部 門 を 譲 り 受 け た こ

と に よ り 、 親 会 社 の 当 該 営 業 部 門 の 営 業 活

動 が 廃 止 さ れ 、 又 は 休 止 さ れ た 場 合 に お け

る 子 会 社

③ 新 た に 会 社 が 設 立 さ れ 、 当 該 会 社 が 他 の

会 社 の 営 業 （ 建 設 業 ） の 全 部 又 は 一 部 を 譲

り 受 け た こ と に よ り 当 該 営 業 を 譲 渡 し た、

、会 社 の 当 該 営 業 部 門 の 営 業 活 動 が 廃 止 さ れ

又 は 休 止 さ れ た 場 合 に お け る 新 設 会 社

④ 既 存 の 建 設 業 者 が 他 の 建 設 業 者 か ら 営 業

（ 建 設 業 ） の 全 部 又 は 一 部 を 譲 り 受 け た こ

と に よ り 当 該 営 業 を 譲 渡 し た 建 設 業 者 の 当

該 営 業 部 門 の 営 業 活 動 が 廃 止 さ れ 、 又 は 休
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止 さ れ た 場 合 に お け る 当 該 営 業 を 譲 り 受 け

た 建 設 業 者

⑤ 営 業 （ 建 設 業 ） の 全 部 又 は 一 部 を 他 の 会

社 に 承 継 さ せ る た め に 会 社 分 割 を 行 っ た 会

社 の 当 該 営 業 部 門 の 営 業 活 動 が 廃 止 さ れ 、

又 は 休 止 さ れ た 場 合 に お け る 当 該 営 業 を 承

継 し た 会 社

別 記 本 店 所 在 地 及 び 提 出 場 所

［ 掲 載 順 序 本 店 所 在 地 提 出 場 所 ］

、 、 、 、 、(1) 北 海 道 青 森 県 岩 手 県 宮 城 県 秋 田 県

山 形 県 及 び 福 島 県 東 北 地 方 整 備 局 総 務 部 契

約 課 （ 〒 980－ 86 0 2 宮 城 県 仙 台 市 青 葉 区 二

日 町 9-1 5（ 電 話 02 2－ 22 5－ 21 7 1 ））

、 、 、 、 、(2) 茨 城 県 栃 木 県 群 馬 県 埼 玉 県 千 葉 県

東 京 都 、 神 奈 川 県 及 び 山 梨 県 関 東 地 方 整 備

局 総 務 部 契 約 課 （ 〒 330－ 97 2 4 埼 玉 県 さ い

た ま 市 中 央 区 新 都 心 2-1 さ い た ま 新 都 心 合 同

庁 舎 二 号 館 （ 電 話 048－ 60 1－ 3 1 5 1 ））

(3 ) 新 潟 県 、 富 山 県 、 石 川 県 及 び 長 野 県 （ 長 野
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市 、 松 本 市 、 上 田 市 、 須 坂 市 、 小 諸 市 、 中 野

市 、 大 町 市 、 飯 山 市 、 塩 尻 市 、 佐 久 市 、 千 曲

市 、 東 御 市 及 び 安 曇 野 市 並 び に 上 高 井 郡 、 上

水 内 郡 、 北 安 曇 郡 、 北 佐 久 郡 、 下 高 井 郡 、 下

水 内 郡 、 小 県 郡 、 埴 科 郡 、 東 筑 摩 郡 及 び 南 佐

久 郡 の 町 村 に 限 る ） 北 陸 地 方 整 備 局 総 務。

部 契 約 課 （ 〒 950－ 88 0 1 新 潟 県 新 潟 市 中 央

区 美 咲 町 1- 1 - 1 新 潟 美 咲 合 同 庁 舎 １ 号 館 （ 電

話 02 5－ 37 0－ 66 4 7 ））

(4 ) 岐 阜 県 、 静 岡 県 、 愛 知 県 、 三 重 県 及 び 長 野

県 （ 岡 谷 市 、 飯 田 市 、 諏 訪 市 、 伊 那 市 、 駒 ヶ

根 市 及 び 茅 野 市 並 び に 上 伊 那 郡 、 木 曽 郡 、 下

伊 那 郡 及 び 諏 訪 郡 の 町 村 に 限 る ｡） 中 部 地 方

整 備 局 総 務 部 契 約 課 （ 〒 460－ 85 1 4 愛 知 県

名 古 屋 市 中 区 三 の 丸 2-5 - 1 名 古 屋 合 同 庁 舎 第

二 号 館 （ 電 話 052－ 95 3－ 8 1 3 8 ））

、 、 、 、 、(5) 福 井 県 滋 賀 県 京 都 府 大 阪 府 兵 庫 県

奈 良 県 及 び 和 歌 山 県 近 畿 地 方 整 備 局 総 務 部

契 約 課 （ 〒 540－ 85 8 6 大 阪 府 大 阪 市 中 央 区

大 手 前 1-5 - 4 4 大 阪 合 同 庁 舎 第 一 号 館 （ 電 話 0
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6－ 6 9 4 2－ 11 4 1 ））

(6 ) 鳥 取 県 、 島 根 県 、 岡 山 県 、 広 島 県 及 び 山 口

県 中 国 地 方 整 備 局 総 務 部 契 約 課 （ 〒 730－

85 3 0 広 島 県 広 島 市 中 区 上 八 丁 堀 6- 3 0 広 島 合

同 庁 舎 第 二 号 館 （ 電 話 082－ 22 1－ 9 2 3 1 ））

(7 ) 徳 島 県 、 香 川 県 、 愛 媛 県 及 び 高 知 県 四 国

地 方 整 備 局 総 務 部 契 約 課 （ 〒 760－ 85 5 4 香

川 県 高 松 市 サ ン ポ ー ト 3-3 3 高 松 サ ン ポ ー ト

合 同 庁 舎 （ 電 話 087－ 85 1－ 80 6 1 ））

、 、 、 、 、(8) 福 岡 県 佐 賀 県 長 崎 県 熊 本 県 大 分 県

宮 崎 県 、 鹿 児 島 県 及 び 沖 縄 県 九 州 地 方 整 備

局 総 務 部 契 約 課 （ 〒 812－ 00 1 3 福 岡 県 福 岡

市 博 多 区 博 多 駅 東 2-1 0 - 7 福 岡 第 二 合 同 庁 舎

（ 電 話 092－ 47 1－ 63 3 1 ））


